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研究成果の概要（和文）：イタリアの医師職業倫理規程は、ヒポクラテスの医の倫理に根差した

伝統的な人格主義生命倫理学の適用例として、尊厳死や生殖補助医療技術の法規制に重要な役

割を果たしてきた。本研究は、これまでわが国では紹介されてこなかったイタリアの医師職業

倫理規程の調査・検討を通して、わが国の議論と医療実務の参考に供することを目的とする。 
 
研究成果の概要（英文）：As the application of the personalistic bioethics rooted in the 
Hippocratic medical ethics, the medical deontological code of Italy has made a great 
contribution to the legislations in Italy and the other EU countries relating to the medical 
treatment for the terminal patients, the medical assisted procreation, and so on. This study 
makes an investigation into the medical deontological code of Italy for purposes of 
suggestion to legal and medical discussions in Japan.  
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１． 研究開始当初の背景 
(1) 重度の昏睡状態の患者から気道確保の
ための気管内挿管チューブを抜管した医師
の刑事責任が問われた川崎協同病院事件に
ついて、2007 年 2 月、東京高等裁判所は、
治療中止の合法化根拠としては「患者の自己
決定権」と「医師の治療義務の限界」の二つ
が挙げられるが、いずれのアプローチにも解
釈上の限界があり、そもそもこの問題は司法
が抜本的な解決を図るべきものではないと

して、治療中止（尊厳死）を適法とする具体
的な要件を定立しなかった（東京高判平
19.2.28 判タ 1185・114）。これは、自己決定
権を根拠として、医師による治療中止の適法
化要件を示した東海大学病院安楽死事件判
決（横浜地判平 7.3.25 判時 1530・28）の立
場を明確に否定したものと言える。また、従
来の判例主導の立場が放棄されたことによ
って、現在、治療中止の要件をめぐる議論は
白紙に戻された状態にあると言える（後掲５
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〔雑誌論文〕⑥、⑦、〔図書〕③）。 
 
(2) 東京高裁が提示した二つのアプローチ
は、西洋の生命倫理の二大潮流、すなわち、
英米法諸国で優勢な個人主義生命倫理学と、
大陸法諸国で優勢な人格主義生命倫理学と
に対応する。個人主義生命倫理学は 1960 年
代に米国で始まり、その後急速に普及した生
命倫理の新思潮であり、日本にもかなり早い
時期から積極的に紹介された。今日、日本で
は「西洋の生命倫理学」と一括りにされ、一
般には、すべて個人主義生命倫理学を指すと
理解されていると言っても過言ではない。 
他方、人格主義生命倫理学は、ヒポクラテ

スの医の倫理に根差した伝統的な医学倫理
を現代化する立場であり、世俗的、自然哲学
的な性質を持つ。東洋の徳の思想とも類似し、
日本人のメンタリティにも医療従事者の職
業意識にも合致するように思われる。しかし
人格主義生命倫理学は、最近 500 年間、主に
カトリック倫理神学の内部で学問的、体系的
に発展させられてきたため、カトリック倫理
学の文献の解読が必要であり、わが国への適
用には一定の工夫も要する。 
  
(3) 応募者はこれまで、日本でほとんど紹介
されてこなかった人格主義生命倫理学の最
新の議論を紹介するとともに、それを日本の
法律学の議論に各論レベルで反映させる取
り組みを続けてきたが（ホセ・ヨンパルト＝
秋葉悦子『人間の尊厳と生命倫理・生命法』
成文堂、2006；拙訳著『ヴァチカン・アカデ
ミーの生命倫理』、知泉書館、2005 等）、研
究の過程で、わが国の医療従事者によって、
人格主義生命倫理学が臨床現場で実践され
ている多くの実例に出会った。米国の生命倫
理学者の中にも、人格主義生命倫理学の展開
が最も有望なのは、医療従事者の職業倫理の
領域であると指摘する者がある。そこで、応
募者は、人格主義生命倫理学に立脚した医療
従事者の職業倫理の現代化と法制化が進展
しているイタリアの例を調査・検討し、わが
国の議論の参考に供したいと考えるに至っ
た。 
  
２．研究の目的 
(1) イタリアの医師の職業倫理規程の初版
は 1912 年であり、現在、第 7 版（2006）が
通用している。応募者は先般、第 7 版の全訳
を試み（「イタリア医師会・医師職業倫理規
程」、生命倫理研究資料集Ⅲ-Ⅰ、2009、18-41）、
1995 年の全面改正時にも議論を追ったこと
がある（「自己決定権の限界-東海大学病院安
楽死事件判決への疑問と新たな視点」『法の
理論 17』、成文堂、1997、79-152〔139-145〕）
が、それ以前の歴史は把握しておらず、わが
国には他に先行研究も存在しない。したがっ

て、まずは出来る限りその全体像の把握を試
み、その検討・考察を通して、可能な限りわ
が国への示唆を探る。医師の職業倫理は他の
医療従事者の職業倫理とも密接な関係を持
つ。イタリアでは最近、看護師の職業倫理規
程も改訂された。合わせて検討したいと考え
ている。 
 
(2) 人格主義生命倫理学は、バイオテクノロ
ジーの国際的規制や生命倫理条約の策定、ま
た各国の国内法制にも重大な影響力を及ぼ
しているにも拘らず、わが国においてはその
体系的、包括的な研究はほとんど行われてい
ない。また、医療に関する法律の議論を、医
師の職業倫理やその根底にある倫理思想の
レベルに遡って考察するものもあまり見ら
れない。 
本研究は、現在、日本で懸案事項となって

いる、治療中止の要件をめぐる議論に直接貢
献しうる。イタリアの医師職業倫理規程は、
医師・患者関係、脳死からの臓器移植、ある
いは着床前診断や生殖補助医療技術につい
ても詳細に規定しており、2004 年のイタリ
アの生殖補助医療法の成立などにも多大な
影響を及ぼした。この点も、尊厳死法や生殖
補助医療法の立法の動きが滞っているわが
国の参考になると思われる。 
また、日本では体系的な学門分野として確

立していない医療従事者の倫理を具体的に
提示することによって、医療従事者のモチベ
ーションの向上と、現在危機に瀕していると
言われる医療の改善の政策提言にもつなげ
ることができると思われる。日本医師会の
「医の倫理綱領」（1990）や「医師の職業倫
理指針」（改訂版、2008）の問題点の指摘と、
改訂案の提言も行う。 
さらに、人格主義生命倫理学のわが国にお

ける受容可能性を探ることで、生命倫理学全
般の議論に貢献することができ、今日有力な
生命倫理学者らによって模索されている「日
本型生命倫理学」の構築に対しても、一定の
示唆を与えることができるのではないかと
思われる。 

 
３．研究の方法 
研究目的に記した目的のために単独での研
究を進める。具体的には、イタリアの医師お
よび看護師の職業倫理規程の歴史的変遷、意
義、特徴、適用状況、問題点の把握を、①図
書、雑誌論文、インターネットなどのメディ
アによる情報収集および関係研究機関の研
究者からの直接の聴き取りによって行い、②
わが国で見られる諸外国の医師職業倫理の
先行研究等をも参照しつつ、得られた情報を
分析・検討し、③日本への示唆を探る。 
 
４．研究成果 



(1) イタリアの医療従事者の職業倫理は、
ヒポクラテスの医の倫理以来の「科学と良
心」への忠誠を旨とする。医師職業倫理規程
に続いて 2007 年に改訂された看護師の職業
倫理規程で特に強調されているのは、医学の
倫理的次元、すなわち科学的真理をふまえた
専門職の良心に基づいた医学的援助行為の
実現である。 
 科学と良心に基づいた医学的援助行為を
実現するための具体的方策として特に注目
されるのは、専門職の良心の葛藤を解消する
手段としての専門的助言制度（生命倫理委員
会等）の機能の充実、および各人が良心の葛
藤を覚える医療措置から撤退する権利を保
障するための「良心条項」の導入である。ま
た、「緩和ケアと苦痛セラピーに関する法律」
（2010）のような法律も制定されている。 
 臨床の現場でも、イタリアの一部地域では、
看護師不足に対応するために、最弱者を優先
する看護職の良心から生まれた、「専門科別
の入院病棟ではなく重症度別の入院病棟」と
いう新たな発想の実践が試みられ、成功して
いるという。専門職の良心の保護を、よりよ
い医療の実践につなげる建設的な営みの一
例と言える。 
欧州レベルでは、イタリア医師会の主導で、

共通の医師職業倫理規程の策定作業が進め
られており（欧州医師団評議会「医の倫理欧
州憲章」、2011）、フランスでは医師職業倫理
規程の法制化が実現している。これらも医・
看護専門職の良心に根差した職業倫理の法
的保護に向けた、欧州大陸諸国に共通して見
られる近年の動向として捉えることができ
る。 
 日本では現在、終末期医療のガイドライン
を策定する様々な試みが見られるが、多くは
厚労省の「プロセス・ガイドライン」（2007
年）にならって、患者の意思の尊重と手続の
適正を担保しようとするものである。それら
は、患者の人権保護と医療の公平な分配に寄
与しうるが、それだけでは質の高い医療の実
現は期待できない。専門職の良心の養成と法
的保護を図るための取り組みは、日本でも急
務であると思われる。治療中止の基準として
伝統的に用いられてきた「無用性」の基準を
改定して、有効性、善益、負担の三つの次元
を基準に判断すべきとする具体的提言につ
いては、後掲５〔図書〕③で紹介した。 
 
(2) イタリアと同じ伝統的な医の倫理は、
少なくとも 16 世紀には日本の臨床医の間に
も伝えられ、以後、実践を通して継承されて
きた史実が指摘されている。日本の臨床医の
良心をも育んできた伝統的な医の倫理を学
問体系化した人格主義生命倫理学を、医療従
事者の養成と卒後教育の中に取り入れるこ
とは、極めて有益であるように思われる。報

告者はこれまで、所属大学および長崎大学の
医学部、日本救急医学会、富山県医師会、日
本看護師協会等で、医学生や医療従事者に、
上述のような職業倫理やイタリア医師会等
の取り組みについて話す機会を得たが、この
問題に対する臨床現場の医療従事者の関心
の高さに驚くとともに、いっそうの情報伝達
の必要を痛感した。先頃創設された日本臨床
倫理学会のように、臨床現場の医療従事者自
身で医の倫理の構築を目指す動きもある。こ
れはイタリアの取り組みと同一方向を目指
すものである。参考に供するため、現在、イ
タリアの基本文献の邦語訳と、本研究成果を
概略した著書の出版準備中である（後掲５
〔図書〕①、②）。 
 
(3) 米国と異なり、医療が明確に公共財と
して捉えられているイタリアや他の欧州大
陸諸国では、その公正な配分に視座を置いた
「組織倫理学」の構築も試みられている（後
掲５〔図書〕③）。これは、「医療従事者－患
者」の枠組みだけでは捉えることができない
問題領域を扱うものである。日本医師会の
「医の倫理綱領」（1990）や、戦後、国家主
導で制定された医師法は、最初から国家に対
する医師の義務、公共財としての医師の公的
責任に軸足を置いているものと思われる。他
方、同じ日本医師会の「医の倫理」（1951）
は、目の前の患者を救済する義務を説く伝統
的な医の倫理に立脚している。専門職におけ
る、目の前の患者に対する義務と、国家に対
する義務との関係について、日本ではこれま
でほとんど論じられていない。イタリア国立
高等保健研究所は、そのような領域について
先進的な研究が行われている。今後の研究課
題としたい。 
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